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Ⅲ．市民の参加・協力により身近な緑づくりを進めるための施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針３：市民の参加・協力により身近な緑づくりを進めます 

(１) 公共公益施設の緑化 

(２) 民有地の緑化 

(３) 普及啓発活動の推進 

(４) 市民参加の促進 

■ 駅前への植え込み・広場等の整備 

■ 市役所・市民センター等の緑化修景 

■ 学校等の緑化修景 

■ 生け垣設置への助成 

■ 緑化指導・緑化技術の普及 

■ 環境学習の推進 

■ 公園ガイドマップの作成 

■ 緑に関する情報提供の実施 

■ 自然観察会・講習会等の開催 

■ 青梅市みどりと水のふれあい事業推進協会の事業展開 

■ 行政における体制づくり 

■ 緑のボランティアの育成 
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 施 策 名  駅前への植え込み・広場等の整備 

 施策系統  公共公益施設の緑化  基本方針  市民の参加・協力により身近

 な緑づくりを進めます 

 

 

 

 ■ 駅前への植え込み・広場等の整備 

 

  ● 多くの人が利用し、本市の顔となる駅前には、季節感や華やいだ雰囲気を演出 

  する植え込みや花壇などの整備を推進します。 

  ● 日常生活や観光レクリエーションにおける駅利用者の憩いと休息の場となる駅 

   前広場の整備を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真：ＪＲ青梅線河辺駅前の植え込み】 
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 施 策 名  市役所･市民センター等の緑化修景、学校等の緑化修景 

 施策系統  公共公益施設の緑化  基本方針  市民の参加・協力により身近

 な緑づくりを進めます 

 

 

 

 ■ 市役所・市民センター等の緑化修景 

    市役所、市民センターなどの市民が日常生活のなかで多く利用する公共公益施 

  設については、民有地の緑化モデルとなるような緑化修景を行っていきます。 

 

 

 ■ 学校等の緑化修景 

    小・中学校、保育園などの教育施設は、子供たちの日常的な環境学習の場であ 

  るとともに、災害時には避難場所などとなります。このため、樹木を植え、花壇 

  をつくるなど、身近に自然とふれあう環境づくりを進めるとともに、防災面にも 

   配慮した緑化修景を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【公共公益施設分布図】  
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 施 策 名  生け垣設置への助成 

 施策系統  民有地の緑化  基本方針  市民の参加・協力により身近

 な緑づくりを進めます 

 

 ■ 生け垣設置への助成 

    まちにうるおいを与え、また、災害時の安全な避難路を確保する道路沿いの生 

  け垣については、設置にかかる費用の一部助成により、塀の生け垣化を促進して 

   いきます。 

 

    【生け垣設置費補助制度】 

   項 目                内 容 

 補助の対象要件  ① 新たに設置する生け垣であること。 

 ② 建築物のある敷地に設置すること。 

 ③ 幅員４ｍ以上の道路に面した場所に設置すること。 

 ④ 生け垣の延長が３ｍ以上、高さがおおむね１ｍ以上とな

ること。 

 ⑤ 設置後５年以上保存すること。 

 

 補 助 の 内 容  ① 生け垣の設置は、１ｍ当たり 4,000 円、長さ 25ｍを限度

とする｡ 

 ② 設置に伴うブロック塀等の撤去は、１ｍ当たり 2,500円、

設置する生け垣の範囲内で長さ 25ｍを限度とする。 

 

 

 

 

 

 

               生け垣設置前                    生け垣設置後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           【写真：生け垣】 
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 施 策 名 緑化指導･緑化技術の普及 

 施策系統  民有地の緑化  基本方針  市民の参加・協力により身近

 な緑づくりを進めます 

 

 

 

  ■ 緑化指導・緑化技術の普及 

花壇や生け垣の設置、庭木の手入れなど、民有地の緑化に関する知識の指導

や技術の普及により、民有地の緑化を促進していきます。また、イベントなど

の開催時には緑化活動をＰＲします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真：産業観光まつりにおける緑化活動のＰＲ】 
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 施 策 名  環境学習の推進 

 施策系統  普及啓発活動の推進  基本方針  市民の参加・協力により身近

 な緑づくりを進めます 

 

 ■ 環境学習の推進 

 

  ● 学校教育においては、緑や環境に関わる内容の充実を図るとともに、各校それ 

  ぞれの地域の自然に親しみ、体験する活動を行い、子供達の自然や緑に対する興 

  味・感心を育てます。 

    また、市民センターなどにおいても、生涯学習事業のなかで、緑に関する教室 

  や講習会を開催していきます。 

  ● ほたる鑑賞教室や植物観察、園芸教室、自然のものを生かした工作教室など緑 

  や水辺に親しむ教室を開催し、自然環境を大切にする心を育みます。 

  ● 環境学習の場となる新田山公園などの公園緑地等の整備を進めていきます。 

 

 

 施 策 名  公園ガイドマップの作成、緑に関する情報提供の実施 

 施策系統  普及啓発活動の推進  基本方針  市民の参加・協力により身近

 な緑づくりを進めます 

 

 

 

 ■ 公園ガイドマップの作成 

    本市の公園緑地等の効果的・効率的な利用を促進するため、公園の場所や内容 

  などを記載した公園ガイドマップを作成し、各々の公園の見所や利用価値をＰＲ 

  していきます。 

 

  ■ 緑に関する情報提供の実施 

    良好な緑と自然を保全していくための基礎データとなる各種調査を実施すると 

  ともに、調査結果の公表や緑に関する情報の提供を行い、市民の意識・関心を高 

  めていきます。 

 



第 4 章.実現のための施策の方針

 

 
 

- 101 -

 施 策 名  自然観察会･講習会等の開催 

 施策系統  普及啓発活動の推進  基本方針  市民の参加・協力により身近

 な緑づくりを進めます 

 

 ■ 自然観察会・講習会等の開催 

 

  ● 自然観察ハイキングやほたるを守る集いなど緑や水辺に親しむイベントを開催 

   し、これらへの参加・体験を通じて、緑化や自然保護に対する意識を高め、身近 

  な緑づくりを担う市民の輪を広げていきます。 

  ● 身近な自然への理解を深めるため、河川、湧水、公園などを対象に市民による 

  日常的な自然観察活動や発表の場の提供などに努めていきます。 

 

  【自然観察会などの実施例】 

             事 業 名 称             事 業 名 称 

  門松づくり教室  草と木の染め物教室 

 自然体験教室   林業体験講習会 

   ～森林浴と巣箱づくり～  やまめの里親教室 

  自然観察ウォーキング  園芸教室 

  初心者山野草教室  盆栽教室 

  春の自然観察ウォーキング  炭焼き教室 

  新緑の自然観察ウォーキング  多摩川自然観察会 

  夏の山野草を訪ねる会  七国山自然観察会 

  秋の野山を訪ねて  仏法僧と探鳥のつどい 

  初心者菊づくり教室  カンタンを聞く会 

 

  成木のホタルを守る集い  長淵丘陵自然散策会 
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 施 策 名  青梅市みどりと水のふれあい事業推進協会の事業展開 

 施策系統  市民参加の促進  基本方針  市民の参加・協力により身近

 な緑づくりを進めます 

 

 ■ 青梅市みどりと水のふれあい事業推進協会の事業展開 

    青梅市みどりと水のふれあい事業推進協会を中心として、市民と行政が一体と 

  なり、まちの緑化・美化活動、自然保護思想の普及啓発などを推進していきます。

 

 【青梅市みどりと水のふれあい事業推進協会の事業】 

   事 業 種 別      実 施 事 業 名        事 業 の 内 容 

 市民緑化ＰＲ   産観まつり会場で緑化推進用

パンフレットおよび風船を配布 

普及啓発事業 

 「みどりの日」緑化用苗

木無料配布 

  4/29「みどりの日」に緑化用苗

木の無料配布、緑の募金などを実

施 

 まちかど花苗育成研究   農家への育苗委託など、花苗の

多様な供給ルートの研究 

調査研究事業 

 湧水等の実態調査   市内に残された湧水などを調

査し、良好なものを保全、研究 

 園芸教室の開催   家庭における緑化への関心を

高めるため、年２回園芸教室を開

催 

 まちかど花いっぱい 

促進事業 

  道路わき余剰地への花木植栽

の普及や花木、肥料の援助など 

 コミュニティー花壇等 

普及援助 

  主要道路わき余剰地や街路樹

ますへの花壇設置の普及、肥料援

助など 

 

  

 緑化･花いっぱい 

事業 

 シティースポット花壇 

の設置 

  幹線道路の市内入口付近に市

境の目印となる花壇を設置 

 河川清掃活動の援助等   住民が実施している河川の清

掃活動に対する消耗品の援助や

多摩川１万人の清掃大会の開催

など 

 ホタルの観察・保護育成   成木地区におけるホタルの観

察会開催や住民が実施している

保護育成活動の援助、保護指導員

の委嘱など 

 水辺のふれあい事業 

 その他各種教室の開催   自然への関心を高めるため、ヤ

マメの里親教室や炭焼き教室な

どを開催 

 

 市からの委託事業    市民緑化木の配布、吹上しょう

ぶ公園の管理、花木園花壇の管理
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 施 策 名  行政における体制づくり 

 施策系統  市民参加の促進  基本方針  市民の参加・協力により身近

 な緑づくりを進めます 

 

 ■ 行政における体制づくり 

     行政において、緑に関する事業は多くの部署がたずさわるとともに、広域的な 

  事業は東京都への要請・協力や近隣市町村との連携が必要となります。 

     このため、十分に情報交換や連絡調整を行い、効率的に事業を実施する体制づ 

   くりを進めていきます。 

     また、市の緑づくりの基本となる条例の制定についても検討していきます。 

 施 策 名  緑のボランティアの育成 

 施策系統  市民参加の促進  基本方針  市民の参加・協力により身近

 な緑づくりを進めます 

 

 

 

 ■ 緑のボランティアの育成 

  ● 自治会、子供会、老人会などの身近な地区コミュニティーによる地域の緑化活 

  動への参加・協力を進めていきます。 

 ● 公園の管理や山林の手入れ、イベントの開催などに対し、自主的に参加し、協 

  力する緑のボランティアの育成に努めていきます。 

 ● 中心となる人物などの人材の育成を図ります。 
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